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Ⅰ 令和４年分における相続税の申告事績の概要 

 

Ⅱ 参考計表 

１ 被相続人数の推移 

２ 課税割合の推移 

３ 相続税の課税価格及び税額の推移 

４ 相続財産の 額の推移 

５ 相続財産の 額の構成比の推移 

 

Ⅲ e-Tax の利 状況等（トピックス） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【報道発表資料２】
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〇 相続税の申告事績 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(注)１  令和３年分は令和４年 10  31  まで、令和４年分は令和５年 10  31  までに提出された申告書（修正申告書を除く。） 

データに基づき作成している。 

２  「被相続 数（死亡者数）」は、「  動態統計」（厚 労働省）のデータに基づく。 

３  「課税価格」は、相続財産価額に相続時精算課税適 財産価額を加え、被相続 の債務・葬式費 を控除し、さらに相続開始前３年以内 

の被相続 から相続 等への 前贈与財産価額を加えたものである。 

４  各年分とも、本書は相続税額のある申告書に係る計数を し、外書は相続税額のない申告書に係る計数を す。 

令和４年分における被相続 数（死亡者数）は 25 万 826  （前年対 109.2％）でした。 

そのうち相続税の申告書の提出に係る被相続 数は 2 万 4,401  （同 111.0％）で、被相続 数

（死亡者数）に占める課税割合とともに過去最 となりました。 

また、課税価格の総額は 3 兆 4,272 億円（同 112.6％）、申告税額の総額は 4,868 億円（同

121.0％）でした。 
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（注）１  「課税価格」は、相続財産価額に相続時精算課税適 財産価額を加え、被相続 の債務・葬式費 を控除し、相続開始前 

３年以内の被相続 から相続 等への 前贈与財産価額を加えたものである。 

２  上記の計数は、相続税額のある申告書（修正申告書を除く。）データに基づいて作成している。 

 １ 被相続 数の推移 

 ２ 課税割合の推移 

 ３ 相続税の課税価格及び税額の推移 
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（注）上記の計数は、相続税額のある申告書（修正申告書を除く。）データに基づき作成している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注）上記の計数は、相続税額のある申告書（修正申告書を除く。）データに基づき作成している。 

 ４ 相続財産の 額の推移 

５ 相続財産の 額の構成 の推移  ５ 相続財産の 額の構成 の推移 

（単位 億円）

7,264 1,080 5,680 6,815 2,475 23,314

7,202 1,104 3,779 5,931 2,521 20,538

8,178 1,310 4,862 8,265 3,074 25,689

8,339 1,325 4,667 8,467 3,019 25,818

8,314 1,413 5,423 9,085 3,265 27,500

8,313 1,452 5,521 9,699 3,532 28,517

7,726 1,326 4,625 9,419 3,266 26,363

8,093 1,421 5,624 10,064 3,485 28,687

8,847 1,603 6,223 11,395 3,875 31,943

9,351 1,686 7,322 13,025 4,485 35,870

【参考】

31,647 1,573 3,693 3,268 2,253 42,434
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国税庁においては、あらゆる手続きが税務署に行かずにできる社会を目指し、税務行政の

デジタル化を掲げており、e-Tax の利用拡大に取り組んでいます。 

相続税申告についても、令和５年度の e-Tax 利用率の目標値を４０％に設定し、税理士会

を通じた利用勧奨や相続税申告に関与したことがある税理士等に対する個別勧奨などを実施

することにより、e-Tax の利用拡大に取り組んでいます。 

 

 

 

 

 令和４年度における相続税の申告の e-Tax 利用件数は８７百件で、前年度に比べ２１百件

（３２．３％）増加となり、e-Tax 利用率は２６．２％と、前年度に比べ４．１ポイント上昇

となりました。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 相続税 e-Tax においては、税理士の皆様をはじめとした多くの方からのご意見・ご要望等

を踏まえ、次のとおり利便性向上のための方策を実施しております。 

 また、これらの方策を掲載したリーフレット等を集約した「相続税 e-Tax 利用勧奨用専用

ページ」を国税庁 HP 内に開設し、周知・広報を積極的に行っています。 
 

 提出をお願いしている書類の見直し（令和５年１月～） 

固定資産税評価明細書、登記事項証明書、預貯金の残高証明書等は原則提出不要です。 
 

 イメージデータ送信容量の拡大（令和５年５月～） 

１回当たりの送信容量を８MB から１４MB に拡大しました。 
 

 利用者識別番号の確認の簡素化（令和５年６月～） 

財産取得者（相続人等）の利用者識別番号が不明な場合に、「変更等届出書」を送信した

税理士に、利用者識別番号の有無等を電話で連絡します。 
 

 受信通知メッセージボックスの機能改善（令和６年１月～【予定】） 

所得税や法人税などの他税目と同様に、「即時通知」から「受信通知」に切り替えが可能

となるよう、システム改修を予定しています。 

◆ 令和４年度の相続税申告の e-Tax 利用率は、２６．２％ 

◆ e-Tax の利用が更に便利に 

 

【利用率・件数（年度別）の推移】        【利用件数（月別）の推移】 


